
 差 替  

令 和 ５ 年 ６ 月 定 例 会 議 事 日 程  

 

令 和 ５ 年 ６ 月 ９ 日 

午 後 １ 時 ３ ０ 分 開 会 

 

開     会 

第 １ 会 期 決 定 

第 ２ 会議録署名委員の指名 

第 ３ 前会会議録の承認 

第 ４ 教育長報告及び各課５月行事報告 

第 ５ 議 案 

第29号議案 議会の議決を経るべき議案について 

（令和５年度一般会計補正予算第４号） 

第30号議案 島原市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則 

第31号議案 島原市教育委員会会議規則の一部を改正する規則 

第32号議案 島原市特別支援教育就学奨励費支給規則 

第33号議案 臨時代理の承認（島原市立公民館運営審議会委員の委

嘱について） 

第34号議案 臨時代理の承認（島原市文化財保存活用地域計画作成

委員の委嘱について） 

第35号議案 島原市中学校部活動地域移行検討委員の委嘱について 

第 ６ 次回定例教育委員会日程 

第 ７ そ の 他 

（１）  報告事項 

①６月行事予定表 

（２）  その他 



 

 

 

 

 

 

島 原 市 教 育 委 員 会 
 

 

 

議 案 集 
 

 

 

 

  第 29号議案  議会の議決を経るべき議案について  

（令和５年度一般会計補正予算第４号）  

第 30号議案  島原市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則  

第 31号議案  島原市教育委員会会議規則の一部を改正する規則  

第 32号議案  島原市特別支援教育就学奨励費支給規則  

第 33号議案  臨時代理の承認  

（島原市立公民館運営審議会委員の委嘱について）  

第 34号議案  臨時代理の承認  

（島原市文化財保存活用地域計画作成委員の委嘱について）  

 

 

 

 

 

 

 

令和５年６月９日 定例会 
 
 
 

  



 



第２９号議案 

 

   議会の議決を経るべき議案について 

 

議会の議決を経るべき議案について、別紙令和５年度島原市一般会計補正予算第４号（教

育委員会関係費）のとおり議会に提出することの承認を求める。 

 

 

 

 

令和５年６月９日提出 

 

                         島原市教育委員会 

                         教育長 森本 和孝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

提案理由 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条、及び島原市教育委員会の権限事務の

一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる規則第２条第１項第１１号の規定により、教育

委員会の承認を求めるものである。 
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【事業目的】

■④＝①－②－③

　（参考）

10 款2・3 項 1 目 目名称

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金の増額・強化に伴い、推奨事業
メニューの事業者支援うち、高騰している小中学校の光熱費（電気・ガス）の支援
を受けようとするもの。

前 年 度 ま で

（単位：千円）

令和５年度事  業  期  間

事    業    名
【当初・交付金】

72090,500

当 初 予 算 額
　　　　　　　財 　 源　  内 　 訳　

小・中学校光熱費

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業
交付金

教育総務課

来 年 度 以 降
事
業
計
画

一 般 財 源そ の 他国  費 県  費

18,846

地 方 債

70,934

今   年   度

【積算根拠】

総 事 業 費 90,500（単年度事業）

科 目 学校管理費

小・中学校光熱費（電気・ガス） （単位：千円）

項目 小学校 中学校 小中学校計

①令和5年度当初予算 58,345 22,067 80,412

②令和3年度決算額② 41,860 16,224 58,084

③令和６年1月～３月高騰相当分※ 1,945 1,537 3,482

高騰相当額④（①－②－③） 14,540 4,306 18,846

※令和６年1月～３月の支出は３月以降のため、対象月を令和５年４月～１２月分とする。

令和5年度当初予算内訳 （単位：円）
料金名 小学校 中学校 小中合計
電気料金 58,300,000 22,030,000 80,330,000
ガス料金 45,000 37,000 82,000
計（光熱費） 58,345,000 22,067,000 80,412,000

令和3年度決算額内訳 （単位：円）
料金名 小学校 中学校 小中合計
電気料金 41,816,842 16,186,032 58,002,874
ガス料金 42,812 38,114 80,926
計（光熱費） 41,859,654 16,224,146 58,083,800

令和４年度決算見込額内訳 （単位：円）
料金名 小学校 中学校 小中合計
電気料金 50,086,590 19,583,308 69,669,898
ガス料金 44,720 41,969 86,689
計（光熱費） 50,131,310 19,625,277 69,756,587

※令和4年度は、3月分が未確定

別紙１
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【事業目的】

10 款 2 項 2 目 目名称

（単位：千円）

上記事業を実施予定

令和５年度～令和６年度事  業  期  間

上記事業を実施

【新規】

1,200

補 正 予 算 額
　　　　　　　財 　 源　  内 　 訳　

小中高が一体となったふるさと教育推進事業

1,200

事    業    名

学校教育課

来 年 度 以 降

総 事 業 費 120万0（複数年度事業）

補正予算書

地 方 債 一 般 財 源そ の 他国  費 県  費

事
業
計
画

前 年 度 ま で 今   年   度

なし

科 目 教育振興費

【事業概要】

　島原市立三会小学校及び三会中学校を長崎県教育委員会の研究指定校とし、ふるさとを舞台
に、地域の魅力を小学校から中学校まで学ぶ系統的なカリキュラム及び高等学校（島原農業高
校）との連携・協働のあり方を含めた体制づくりについて研究を進め、県下に発信することで
その普及を図るとともに、将来「ふるさとの未来を担う人材」を育成する。

１　長崎県教育委員会指定研究（単年契約の２か年の予定）について
　本事業の趣旨と具体について関係市の教育委員会、研究指定校、関係機関等と情報を共有
　し、想定される課題やその改善策等について協議を行うことで、研究の充実に資する。
　・小学校から中学校までの系統的なモデルカリキュラムの開発
　・研究指定校が研究を円滑に推進できるように地域の関係機関との連携・協働体制づくり
　・学習成果を地域に還元する発表会等の実施

２　事業の実施方法について
　・本事業は、市町の研究計画等を審査の上、県教育委員会が決定する。

３　市（町）への事業委託について
（１）県教育委員会が研究計画書等の内容を審査し、該当市町と委託契約を締結する。
（２）委託契約期間は令和５年度からの２年間とする。
（３）委託経費は、予算の範囲内で事業に関する経費（諸謝金、旅費、消耗品費、
　　　印刷製本費、通信運搬費、借損料）とし、備品は購入できないものとする。
（４）県教育委員会は、収支決算書等について審査を行い、その内容が適正と認めたとき
　　　は、委託料の額を確定し、委託を受けた市町へ通知する。
４　予算額
　・小学校60万円・中学校60万円

6.島原の将来を担う子どもを育てる教育の充実 別紙２
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【事業目的】

■④＝①－②－③

　（参考）

10 款 4 項 2 目 目名称科 目 公民館費

総 事 業 費 3,092（単年度事業）

今   年   度

【積算根拠】

一 般 財 源そ の 他国  費 県  費

2,955

地 方 債

8,775

　　　　　　　財 　 源　  内 　 訳　

公民館光熱費

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業
交付金

社会教育課

来 年 度 以 降
事
業
計
画

（単位：千円）

令和５年度事  業  期  間

事    業    名
【当初・交付金】

1,73013,460

当 初 予 算 額

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金の増額・強化に伴い、推奨事業
メニューの事業者支援うち、高騰している各公民館の光熱費（電気・ガス）の支援
を受けようとするもの。

前 年 度 ま で

令和5年度当初予算内訳（単位：円）
料金名 各公民館
電気料金 12,029,000
ガス料金 910,000
計（光熱費） 12,939,000

令和3年度決算額内訳（単位：円）
料金名 各公民館
電気料金 8,888,766
ガス料金 725,146
計（光熱費） 9,613,912

令和4年度決算見込額内訳（単位：円）
料金名 各公民館
電気料金 10,450,077
ガス料金 928,152
計（光熱費） 11,378,229

※令和4年度は、3月分が未確定

各公民館光熱費（電気・ガス） （単位：千円）

項目 各公民館

①令和5年度当初予算 12,939

②令和3年度決算額 9,614

③令和６年1月～３月高騰相当分※ 370

高騰相当額④（①－②－③） 2,955

※令和６年1月～３月の支出は３月以降のため、
対象月を令和５年４月～１２月分とする。

別紙３
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（参考） 

 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（教育委員会の意見聴取）  

第２９条  地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他 

特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合 

においては、教育委員会の意見をきかなければならない。  

 

○島原市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる規則 

（教育長に対する委任事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任す

る。 

(１) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。 

(２) 学校・公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。 

(３) 教育財産の取得を市長に申出ること。 

(４) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長、教頭の任免その他の進退に

ついて内申すること。 

(５) 県費負担教職員の服務の監督についての一般方針を定めること。 

(６) 教育委員会の任命にかかる職員の人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。 

(７) 教育長・課長・公民館長及び指導主事の任免を行うこと。 

(８) 学校・公民館及び図書館の敷地を選定すること。 

(９) 学校その他教育機関の工事の計画を策定すること。 

(10) 委員会規則の制定又は改廃を行うこと。 

(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案の作成について意見を申出ること。 

(12) 委員会の所管に属する各種委員会・審議会等の委員の任命又は委嘱すること。 

(13) 校長・教頭・教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。 

(14) 教科用図書の採択に関する基本方針を定めること。 

(15) 学令児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。 

(16) 教育に関する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うこと。 
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第３０号議案 

島原市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則 

島原市教育委員会公告式規則（昭和31年島原市教育委員会規則第８号）の一部を次のように

改正する。 

第１条中「基き」を「基づき」に改め、「規則」の次に「（以下「規則」という。）」を加

え、「（以下「規則等」という。）」を削り、「規定」を「規程」に改める。 

第２条第１項中「等」を削り、「５日」を「７日」に改め、同条第２項中「等」及び「番

号・年月日・」を削り、「教育委員会名」を「年月日」に改め、「して」の次に「その末尾

に」を加え、「押印」を削り、同条第３項及び第４項中「等」を削る。 

第４条第１項を次のように改める。 

第３条の規定は、教育委員会の告示に準用する。 

第４条を第５条とする。 

第３条の見出し中「施行」の次に「等」を加え、同条中「等」を削り、同条に次の１項を加

える。 

２ 前項の規定は、教育委員会の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。 

第３条を第４条とし、第２条の次に次の１条を加える。 

（規程の公表） 

第３条 教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の全文、年月日及び教

育長名を記入して教育長印を押すものとする。 

２ 前条第３項及び第４項の規定は、前項の規程にこれを準用する。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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令和５年６月９日提出 

島原市教育委員会    

                          教育長 森本 和孝 

 

 

 

提案理由 

島原市教育委員会公告式規則について、所要の整備を図るため、この規則を改正しようとす

るものである。 
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第
３
０
号
議
案
関
係
 

島
原
市
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
案
）
新
旧
対
照
表

 

 

改
 

 
 

 
 
正

 
 

 
 

 
案

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
行

 
解

 
説

 
及

 
び
 
資

 
料

 

（
趣
旨
）

 
（
趣
旨
）

 
 

第
１
条

 
こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す

る
法
律
（
昭
和

3
1
年
法
律
第

1
6
2
号
）
第

1
5
条
第
２
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
教
育
委
員
会
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
そ
の
他

教
育
委
員
会
の
定
め
る
規
程
で
公
表
を
要
す
る
も
の
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
の
公
告
式
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 

第
１
条

 
こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す

る
法
律
（
昭
和

3
1
年
法
律
第

1
6
2
号
）
第

1
5
条
第
２
項
の
規
定
に
基

き
＿
、
教
育
委
員
会
規
則

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
そ
の
他

教
育
委
員
会
の
定
め
る
規
定
で
公
表
を
要
す
る
も
の
（
以
下
「
規

則
等
」
と
い
う
。
）
の
公
告
式
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 

【
第
１
条
の
改
正
内
容
】

 

 
文
言
の
整
理
を
行
う
も
の
で
、
条

文
の
内
容
に
変
更
は
な
い
。

 

（
規
則
の
公
布
）

 
（
規
則
の
公
布
）

 
 

第
２
条

 
規
則

 
は
、
会
議
に
お
い
て
議
決
を
し
た
日
か
ら
起
算
し

て
７
日
以
内
に
公
布
す
る
も
の
と
す
る
。

 

第
２
条

 
規
則
等
は
、
会
議
に
お
い
て
議
決
を
し
た
日
か
ら
起
算
し

て
５
日
以
内
に
公
布
す
る
も
の
と
す
る
。

 

【
第
２
条
１
項
の
改
正
内
容
】

 

 
規
則
及
び
規
程
の
公
布
に
つ
い
て

規
定
し
て
い
た
も
の
を
規
則
の
公
布

と
す
る
も
の
ほ
か
、
公
布
期
限
を
変

更
す
る
も
の
。

 

２
 
規
則
＿
を
公
布
す
る
と
き
は
、
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
公
布
の
旨
の

前
文
及
び
年
月
日
＿
＿
＿
を
記
入
し
て
そ
の
末
尾
に
教
育
長
が
署

名
＿
＿
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
規
則
等
を
公
布
す
る
と
き
は
、
番
号
・
年
月
日
・
公
布
の
旨
の

前
文
及
び
教
育
委
員
会
名
を
記
入
し
て
＿
＿
＿
＿
＿
教
育
長
が
署

名
押
印
す
る
も
の
と
す
る
。

 

【
第
２
条
２
項
の
改
正
内
容
】

 

規
則
の
み
の
規
定
し
た
こ
と
か
ら

署
名
の
み
と
す
る
も
の
の
ほ
か
、
文

言
の
整
理
を
行
う
も
の
。

 
 

（
市
公
告
式
条
例
の
例
に
よ
る
）

 

３
 
規
則
＿
の
公
布
は
、
有
明
庁
舎
掲
示
場
に
掲
示
し
て
、
こ
れ
を

行
う
。

 

３
 
規
則
等
の
公
布
は
、
有
明
庁
舎
掲
示
場
に
掲
示
し
て
、
こ
れ
を

行
う
。

 

【
第
２
条
３
項
の
改
正
内
容
】

 

規
則
の
み
の
規
定
と
す
る
も
の
。

 

４
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
布
し
た
規
則
＿
は
、
そ
の
写
し
を
島
原

市
役
所
掲
示
場
に
掲
示
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

４
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
布
し
た
規
則
等
は
、
そ
の
写
し
を
島
原

市
役
所
掲
示
場
に
掲
示
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

【
第
２
条
４
項
の
改
正
内
容
】

 

規
則
の
み
の
規
定
と
す
る
も
の
。

 

（
規
程
の
公
表
）

 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

 
 

第
３
条

 
教
育
委
員
会
の
定
め
る
規
程
を
公
表
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
公
表
の
旨
の
全
文
、
年
月
日
及
び
教
育
長
名
を
記
入
し
て
教

＿
＿
＿

 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

【
改
正
第
３
条
の
条
文
の
内
容
】

 

 
第
２
条
を
規
則
の
規
定
と
し
た
こ
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改
 

 
 

 
 
正

 
 

 
 

 
案

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
行

 
解

 
説

 
及

 
び
 
資

 
料

 

育
長
印
を
押
す
も
の
と
す
る
。

 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

 
と
か
ら
、
規
程
の
公
表
に
つ
い
て
新

た
に
定
め
る
も
の
。

 
２

 
前
条
第
３
項
及
び
第
４
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
程
に
こ
れ
を

準
用
す
る
。

 

 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿

 

 

（
規
則
の
施
行
等
）

 
（
規
則
の
施
行
＿
）

 
 

第
４
条

 
規
則
＿
は
、
当
該
規
則
＿
に
施
行
期
日
を
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て

1
0
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行

す
る
。

 

第
３
条

 
規
則
等
は
、
当
該
規
則
等
に
施
行
期
日
を
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て

1
0
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行

す
る
。

 

【
現
行
第
３
条
の
条
文
の
内
容
】

 

 
規
則
及
び
規
程
の
施
行
を
規
定
す

る
も
の
。

 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
規
程
で
公
表
を
要
す

る
も
の
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。

 

 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

 

 

【
改
正
第
４
条
第
１
項
の
改
正
内
容
】

 

 
改
正
第
３
条
の
追
加
に
伴
う
条
の

繰
り
下
げ
で
、
規
則
の
施
行
に
つ
い

て
規
定
す
る
も
の
。

 

【
改
正
第
４
条
第
２
項
の
改
正
内
容
】

 

４
条
第
１
項
で
規
則
の
み
の
施
行

と
し
た
た
め
、
規
程
の
公
表
の
規
定

に
つ
い
て
新
た
に
定
め
る
も
の
。

 

（
準
用
規
定
）

 
（
準
用
規
定
）

 
 

第
５
条

 
第
３
条
の
規
定
は
、
教
育
委
員
会
の
告
示
に
準
用
す
る
。

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿

 

 

第
４
条

 
第
２
条
第
３
項
の
規
定
は
、
規
則
等
を
除
き
、
教
育
委
員

会
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
事
項
で
公
表
を
要
す
る
も
の
の
公
告
に

準
用
す
る
。

 

 

【
現
行
第
４
条
の
条
文
の
内
容
】

 

 
教
育
委
員
会
で
公
表
を
要
す
る
も

の
の
公
告
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
。

 

【
改
正
第
５
条
の
改
正
内
容
】

 

改
正
第
３
条
の
追
加
に
伴
う
条
の

繰
り
下
げ
で
、
告
示
に
つ
い
て
定
め

た
も
の
。
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第３１号議案 

 

島原市教育委員会会議規則の一部を改正する規則 

 

島原市教育委員会会議規則（昭和31年島原市教育委員会規則第４号）の一部を次のように改

正する。 

第３条第１項中「、会議に」を「並びに会議に」に改め、同条第２項中「行つた場合には」

を「行った場合は」に、「、会議に」を「並びに会議に」に改める。 

第４条第２項中「委員が」を「委員は、」に改める。 

第５条第２項中「しなければならない」を「する」に改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、教育長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。 

第５条第３項中「において」を「が」に改め、「がある」を削る。 

第６条中「はかつて」を「諮って」に改める。 

第７条の見出し中「開会及び閉会」を「会議の開閉」に改め、同条中「開会」の前に「会議

の」を加え、「行う」を「宣告する」に改める。 

第８条第２号中「前会」を削る。 

第９条第２項中「はかつて」を「諮って」に改める。 

第10条第１項中「えて」を「得て」に改め、同条第２項中「に指名して」を「を指名して」

に改める。 

第12条中「もつて提出」を「提出するものと」に改め、「ものは」の次に「、」を加え、

「のべる」を「述べる」に改める。 

第13条中「において」を「は、」に、「はかつて」を「諮って」に改める。 

第14条第２項中「ときは」の次に「、」を加え、「はかつて」を「諮って」に、「によつ

て」を「により」に改める。 

第15条第１項中「さきだつて」を「先立って」に改め、同条第３項中「すべて」を「全て」

に、「せられた」を「となった」に改める。 
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第16条第１項本文中「する」を「とする」に改める。 

第17条中「はかつて」を「諮って」に改める。 

第19条第２項中「には」を「は」に、「２名」を「２人」に改める。 

第20条の見出し中「会議録」の次に「の」を加え、同条中「には」を「は」に改め、同条第

１号中「開会」の前に「会議の」を加え、同条第４号中「等」を削り、同条第６号中「なつ

た」を「なった」に改める。 

第20条の２中「第18条第１項の非公開の会議録」を「第16条第１項ただし書の規定により公

開しないこととした事件に係る部分」に改め、「ときは、」の次に「教育委員会」を加える。 

第21条中「委員中に」を削り、「ある」の次に「委員がある」を加え、「はかつて」を「諮

って」に改める。 

第22条中「はかつて」を「諮って」に改める。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

令和５年６月９日提出 

島原教育委員会    

教育長 森本 和孝  

 

 

 

 

提案理由 

 島原市教育委員会会議規則について、所要の整備を図るため、この規則を改正しようとする

ものである。 
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第３１号議案関係 

島原市教育委員会会議規則の一部を改正する規則（案）新旧対照表 

改 正 案 現 行 解 説 及 び 資 料 

（招集の方法） （招集の方法） 

第３条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会

議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行

う。 

第３条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に

＿＿付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行

う。 

【第３条の改正内容】 

 文言の整理を行うもので、条

文の内容に変更はない。 

２ 会議の招集を行った場合は＿、教育長は直ちに会議開

催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を告示す

るものとする。 

２ 会議の招集を行つた場合には、教育長は直ちに会議開

催の場所及び日時、会議に＿＿付議すべき事件を告示す

るものとする。 

（出席） （出席） 

第４条 略 第４条 略 【第４条の改正内容】 

２ 委員は、招集に応ずることができないときは、その事

由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければな

らない。 

２ 委員が＿招集に応ずることができないときは、その事

由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければな

らない。 

 文言の整理を行うもので、条

文の内容に変更はない。 

（定例会及び臨時会） （定例会及び臨時会） 

第５条 略 第５条 略 【第５条の改正内容】 

２ 定例会は、毎月１回これを招集する＿＿＿＿＿＿＿。

ただし、教育長が特別の事由があると認めたときは、こ

の限りでない。 

２ 定例会は、毎月１回これを招集しなければならない。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿ 

 定例会の開催について例外規

定を定めるほか、文言の整理を

行うもの。  

３ 臨時会は、教育長が＿＿＿必要＿＿＿と認めたとき又

は法第14条第２項の規定に基づいて会議の招集の請求が

あったときに招集する。 

３ 臨時会は、教育長において必要があると認めたとき又

は法第14条第２項の規定に基づいて会議の招集の請求が

あったときに招集する。 

（会期） （会期） 

第６条 定例会及び臨時会の会期は、教育長が会議に諮っ

て＿定める。 

第６条 定例会及び臨時会の会期は、教育長が会議にはか

つて定める。 

【第６条の改正内容】 

文言の整理を行うもので、条

1
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改
正

案
 

現
行

 
解

 
説

 
及

 
び
 
資

 
料

 

文
の
内
容
に
変
更
は
な
い
。

 

（
会
議
の
開
閉
＿
）

 
（
開
会
及
び
閉
会
）

 

第
７
条

 
会
議
の
開
会
及
び
閉
会
は
、
教
育
長
が
宣
告
す
る
。

 
第
７
条

 
＿
＿
＿
開
会
及
び
閉
会
は
、
教
育
長
が
行
う
＿
＿
。

 
【
第
７
条
の
改
正
内
容
】

 

文
言
の
整
理
を
行
う
も
の
で
、
条

文
の
内
容
に
変
更
は
な
い
。

 

（
市
議
会
会
議
規
則
の
例
に
よ
る
）

 

（
議
事
）

 
（
議
事
）

 

第
８
条

 
会
議
は
、
お
お
む
ね
次
の
順
序
で
行
う
。

 
第
８
条

 
会
議
は
、
お
お
む
ね
次
の
順
序
で
行
う
。

 
【
第
８
条
の
改
正
内
容
】

 

(
１

)
略

(
１
)

略
 
文
言
の
整
理
を
行
う
も
の
で
、
条

文
の
内
容
に
変
更
は
な
い
。

 
(
２

)
＿
＿
会
議
録
の
承
認

(
２
)

前
会
会
議
録
の
承
認

(
３

)
～

(
６
)
 
略

 
(
３
)
～

(
６
)
 
略

 

（
動
議
）

 
（
動
議
）

 

第
９
条

 
略

 
第
９
条

 
略

 
【
第
９
条
の
改
正
内
容
】

 

２
 
動
議
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
教
育
長
は
会
議
に

諮
っ
て
＿
こ

れ
を
議
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
動
議
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
教
育
長
は
会
議
に

は
か
つ
て
こ

れ
を
議
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
文
言
の
整
理
を
行
う
も
の
で
、
条

文
の
内
容
に
変
更
は
な
い
。

 

（
発
言
）

 
（
発
言
）

 

第
1
0
条

 
動
議
を
提
出
し
、
又
は
討
論
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
教
育

長
の
許
可
を
得
て
発
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
1
0
条

 
動
議
を
提
出
し
、
又
は
討
論
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
教
育

長
の
許
可
を
え
て
発
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

【
第

1
0
条
の
改
正
内
容
】

 

 
文
言
の
整
理
を
行
う
も
の
で
、
条

文
の
内
容
に
変
更
は
な
い
。

 
２

 
２
人
以
上
が
発
言
を
求
め
た
と
き
は
、
教
育
長
は
先
に
発
言
し

た
と
認
め
た
者
を
指
名
し
て
発
言
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
２
人
以
上
が
発
言
を
求
め
た

と
き
は
、
教
育
長
は
先
に
発
言
し

た
と
認
め
た
者
に
指
名
し
て
発
言
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 

（
請
願
陳
情
等
）

 
（
請
願
陳
情
等
）

 

第
1
2
条

 
教
育
委
員
会
に
対
し
て
請
願
又
は
陳
情
を
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
あ
ら
か
じ
め
書
類
を
提
出
す
る
も
の
と
し
、
な
お
説
明
を

必
要
と
す
る
も
の
は
、
教
育
長
の
許
可
す
る
時
間
内
に
お
い
て
事

情
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
1
2
条

 
教
育
委
員
会
に
対
し
て
請
願
又
は
陳
情
を
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
あ
ら
か
じ
め
書
類
を

も
つ
て
提
出
＿
＿
し
、
な
お
説
明
を

必
要
と
す
る
も
の
は
＿
教
育
長
の
許
可
す
る
時
間
内
に
お
い
て
事

情
を
の
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

【
第

1
2
条
の
改
正
内
容
】

 

 
文
言
の
整
理
を
行
う
も
の
で
、
条

文
の
内
容
に
変
更
は
な
い
。
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改
正

案
 

現
行

 
解

 
説

 
及

 
び
 
資

 
料

 

（
採
決
）

 
（
採
決
）

 

第
1
3
条

 
教
育
長
は
、
＿
＿
論
旨
が
尽
き
た
と
認
め
た
と
き
は
、
会

議
に
諮
っ
て
＿
採
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
1
3
条

 
教
育
長
に
お
い
て
論
旨
が
尽
き
た
と
認
め
た
と
き
は
、
会

議
に
は
か
つ
て
採
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

【
第

1
3
条
の
改
正
内
容
】

 

 
文
言
の
整
理
を
行
う
も
の
で
、
条

文
の
内
容
に
変
更
は
な
い
。

 

（
採
決
の
方
法
）

 
（
採
決
の
方
法
）

 

第
14
条

 
略

 
第

14
条

 
略

 
【
第

1
4
条
の
改
正
内
容
】

 

２
 
教
育
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
会
議
に
諮
っ
て

＿
記

名
又

は
無

記
名

の
投

票
に

よ
り

＿
採

決
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 
教
育
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

＿
会
議
に
は
か
つ

て
記

名
又

は
無

記
名

の
投

票
に

よ
つ

て
採

決
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
文
言
の
整
理
を
行
う
も
の
で
、
条

文
の
内
容
に
変
更
は
な
い
。

 

（
修
正
動
議
）

 
（
修
正
動
議
）

 

第
15
条

 
修
正
の
動
議
は
、
原
案
に
先
立
っ
て
＿
可
否
を
決
す
る
。

 
第

15
条

 
修
正
の
動
議
は
、
原
案
に
さ
き
だ
つ
て
可
否
を
決
す
る
。

 
【
第

1
5
条
の
改
正
内
容
】

 

２
 
略

 
２

 
略

 
文
言
の
整
理
を
行
う
も
の
で
、
条

文
の
内
容
に
変
更
は
な
い
。

 
３

 
全
て
＿
の
修
正
の
動
議
が
否
決

と
な
っ
た
と
き
は
、
原
案
に
つ

い
て
採
決
す
る
。

 

３
 
す
べ
て
の
修
正
の
動
議
が
否
決
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
原
案
に
つ

い
て
採
決
す
る
。

 

（
会
議
の
傍
聴
）

 
（
会
議
の
傍
聴
）

 

第
1
6
条

 
会
議
は
、
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
人
事
に
関
す
る
事
件

そ
の
他
の
事
件
に
つ
い
て
、
教
育
長
又
は
委
員
の
発
議
に
よ
り
、

出
席
者
の
３
分
の
２
以
上
の
多
数
で
議
決
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を

公
開
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
1
6
条

 
会
議
は
、
公
開

す
る
＿
。
た
だ
し
、
人
事
に
関
す
る
事
件

そ
の
他
の
事
件
に
つ
い
て
、
教
育
長
又
は
委
員
の
発
議
に
よ
り
、

出
席
者
の
３
分
の
２
以
上
の
多
数
で
議
決
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を

公
開
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

 

【
第

1
6
条
の
改
正
内
容
】

 

文
言
の
整
理
を
行
う
も
の
で
、
条

文
の
内
容
に
変
更
は
な
い
。

 

２
 
略

 
２

 
略

 

（
会
議
の
運
営
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
）

 
（
会
議
の
運
営
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
）

 

第
1
7
条

 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
の
運
営
に
つ
い

て
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
会
議
に
諮
っ
て
＿
定
め
る
。

 

第
1
7
条

 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
の
運
営
に
つ
い

て
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
会
議
に
は
か
つ
て
定
め
る
。

 

【
第

1
7
条
の
改
正
内
容
】

 

文
言
の
整
理
を
行
う
も
の
で
、
条

文
の
内
容
に
変
更
は
な
い
。

 

（
会
議
録
の
作
成
）

 
（
会
議
録
の
作
成
）

 

第
19
条

 
略

 
第

19
条

 
略

 
【
第

1
9
条
の
改
正
内
容
】
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改
正

案
 

現
行

 
解

 
説

 
及

 
び
 
資

 
料

 

２
 
会
議
録
は
＿
、
教
育
長
の
指
名
し
た
２
人
の
出
席
者
及
び
こ
れ

を
調
整
し
た
職
員
が
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
会
議
録
に
は
、
教
育
長
の
指
名
し
た

２
名
の
出
席
者
及
び
こ
れ

を
調
整
し
た
職
員
が
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

文
言
の
整
理
を
行
う
も
の
で
、
条

文
の
内
容
に
変
更
は
な
い
。

 

（
会
議
録
の
記
載
事
項
）

 
（
会
議
録
＿
記
載
事
項
）

 

第
2
0
条

 
会
議
録
は
＿
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 

第
2
0
条

 
会
議
録
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 

【
第

2
0
条
の
改
正
内
容
】

 

文
言
の
整
理
を
行
う
も
の
で
、
条

文
の
内
容
に
変
更
は
な
い
。

 
(
１

)
会
議
の
開
会
及
び
閉
会
に
関
す
る
事
項

(
１
)

＿
＿
＿
開
会
及
び
閉
会
に
関
す
る
事
項

(
２

)
・

(
３
)
 
略

(
２
)
・

(
３
)
 
略

(
４

)
教
育
長
＿
の
報
告
の
要
旨

(
４
)

教
育
長
等
の
報
告
の
要
旨

(
５

)
略

(
５
)

略

(
６

)
議
題
と
な
っ
た
動
議
及
び
動
議
を
提
出
し
た
者
の
氏
名

(
６
)

議
題
と
な
つ
た
動
議
及
び
動
議
を
提
出
し
た
者
の
氏
名

(
７

)
～

(
９
)
 
略

 
(
７
)
～

(
９
)
 
略

 

（
会
議
録
の
公
表
）

 
（
会
議
録
の
公
表
）

 

第
2
0
条
の
２

 
教
育
長
は
、
会
議
録
（
第

1
6
条
第
１
項
た
だ
し
書
の

規
定

に
よ

り
公

開
し

な
い

こ
と

と
し

た
事

件
に

係
る

部
分

を
除

く
。

）
を

作
成

し
た

と
き

は
、

教
育

委
員

会
事

務
局

に
備

え
置

き
、
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
公
表
す
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
2
0
条
の
２

 
教
育
長
は
、
会
議
録
（
第

1
8
条
第
１
項
の
非
公
開
の

会
議

録
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

を
除

く
。

）
を

作
成

し
た

と
き

は
、

＿
＿

＿
＿

＿
事

務
局

に
備

え
置

き
、
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
公
表
す
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

【
第

2
0
条
の
２
の
改
正
内
容
】

 

非
公
開
に
係
る
規
定
に
つ
い
て
、

よ
り
適
当
な
引
用
条
項
に
変
更
す
る

と
と
も
に
、
文
言
の
整
理
を
行
う
も

の
。

 

（
異
議
）

 
（
異
議
）

 

第
2
1
条

 
会
議
録
に
記
載
し
た
事
項
に
関
し

て
＿
＿
＿
＿

異
議
が
あ

る
委
員
が
あ
る

と
き
は
、
教
育
長
は
こ
れ
を
会
議
に

諮
っ
て
＿
決

定
す
る
。

 

第
2
1
条

 
会
議
録
に
記
載
し
た
事
項
に
関
し
て
委
員
中
に

異
議
が
あ

る
＿
＿
＿
＿
＿

と
き
は
、
教
育
長
は
こ
れ
を
会
議
に
は
か
つ
て
決

定
す
る
。

 

【
第

2
1
条
の
改
正
内
容
】

 

文
言
の
整
理
を
行
う
も
の
で
、
条

文
の
内
容
に
変
更
は
な
い
。

 

（
会
議
録
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
）

 
（
会
議
録
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
）

 

第
2
2
条

 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
録
に
つ
い
て
必

要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
会
議
に
諮
っ
て
＿
定
め
る
。

 

第
2
2
条

 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
録
に
つ
い
て
必

要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
会
議
に
は
か
つ
て
定
め
る
。

 

【
第

2
2
条
の
改
正
内
容
】

 

文
言
の
整
理
を
行
う
も
の
で
、
条

文
の
内
容
に
変
更
は
な
い
。
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第３２号議案 

島原市特別支援教育就学奨励費支給規則 

（目的） 

第１条 この規則は、特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭和２９年法律第１４４号）

の趣旨に基づき、小・中学校の特別支援学級等に就学する児童生徒の保護者の経済的負担

を軽減するため、特別支援教育就学奨励費（以下「奨励費」という。）の支給について必

要な事項を定めることにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(１) 児童生徒 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１８条に規定する学齢児童又

は学齢生徒をいう。 

(２) 保護者 学校教育法第１６条に規定する保護者をいう。

(３) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令（昭和２９年政令第１５

７号）第２条第１項の規定により文部科学大臣が定める算定方法の例により算定した

保護者の属する世帯の収入額をいう。 

(４) 需要額 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第８条第１項の規定により厚生

労働大臣が定める基準の例により測定した保護者の属する世帯の需要額をいう。 

（対象者） 

第３条 奨励費の支給を受けることができる者は、島原市内の小・中学校に就学する児童生

徒の保護者で、島原市に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するもの（生活保

護法第１３条の規定により教育扶助を受けている者及び島原市児童生徒就学援助規則

（平成３０年教育委員会規則第１号）の規定により就学援助を受けている者を除く。）と

する。 

(１) 学校教育法第８１条第２項の規定により設置された特別支援学級に在籍する児童

生徒の保護者 

(２) 前項に掲げる者のほか、学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第２２条

の３に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者 

(３) 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１４０条の規定により、心

身の障害に応じた特別の指導を受ける児童生徒の保護者 

（申請） 

第４条 奨励費の支給を受けようとする保護者は、教育長が別に定める申請書に必要な書

類を添えて、児童生徒が在学する学校の校長（以下「校長」という。）を経て教育委員会

に申請しなければならない。 

（認定） 
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第５条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審

査を行い、奨励費の支給を行うべきものと認めたときは、教育長が別に定める収入額及び

需要額により算定する支弁区分のいずれかに認定するものとする。 

２ 教育長は、前項の規定により認定を行ったときは、速やかに校長を経て保護者に通知す

るものとする。 

（支給費目及び支給額） 

第６条 奨励費の支給費目は、次に掲げるとおりとする。ただし、第３条第３号に該当する

者に対する支給費目は、第８号に掲げる支給費目に限る。 

(１) 学校給食費

(２) 交流及び共同学習交通費

(３) 修学旅行費

(４) 校外活動等参加費（宿泊なし）

(５) 校外活動等参加費（宿泊あり）

(６) 学用品・通学用品購入費

(７) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

(８) 通学費

２ 奨励費の支給額は、教育長が予算の範囲内で定める額とする。 

（支給方法及び期間） 

第７条 奨励費は、直接又は校長を通じて保護者に支給するものとする。 

２ 奨励費を支給する期間は、第５条の規定による認定をした日から当該年度の末日まで

とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

（認定の取消し） 

第８条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第５条の規定による認定を

取り消すものとする。 

(１) 第３条各号に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(２) 認定者から奨励費を辞退しようとする旨の届出があったとき。

(３) 認定者が虚偽の申請その他不正な行為により奨励費の支給を受けたとき。

(４) 前３号に掲げるもののほか、奨励費の必要がなくなったと教育委員会が認めたと

き。 

２ 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、保護者及び校長に通知

するものとする。 

（奨励費の返還） 

第９条 教育委員会は、前条第１項に該当するときその他教育委員会が返還を要すると認

めるときは、既に支給した奨励費の全部又は一部の返還を求めることができる。 

（様式） 

第１０条 この規則の規定により必要とする様式は、教育長が別に定める。 

（委任） 
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第１１条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、令和５年度の奨励費の支給から適用する。 

（準備行為） 

２ 奨励費の認定のために必要な手続きその他の行為は、この規則の施行前においても

行うことができる。 

令和５年６月９日提出 

島原市教育委員会 

教育長 森本 和孝 

提案理由 

小・中学校の特別支援学級等に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため

支給する特別支援教育就学奨励費について、その取扱いを明確にするため、教育委員会規則

を定めようとするものである。 

22



第３３号議案 

臨時代理の承認について 

島原市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理

させる規則（昭和４０年島原市教育委員会規則第２号）第４条第１項の

規定により、別紙のとおり教育委員会の権限事務を臨時に代理したので、

同条第２項の規定により報告し、承認を求める。 

  令和５年６月９日提出 

島原市教育委員会 

教育長 森本 和孝 

１．臨時代理の理由 

  島原市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代 

理させる規則第２条第１２号の委員の委嘱を承認することについて、 

緊急を要し、かつ、教育委員会の会議を招集する時間的余裕がなかっ 

たため。 

２．臨時代理の内容 

  島原市立公民館運営審議会委員の委嘱について 

３．臨時代理年月日 

令和５年５月２３日 
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臨 時 代 理 書 

 

島原市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理 

させる規則第２条第１２号の委員の委嘱を承認することについて、緊急 

を要し、かつ、教育委員会の会議を招集する時間的余裕がないので、同

規則第４条第１項の規定により臨時に代理する。 

  令和５年５月２３日 

島原市教育委員会 

                    教育長 森本 和孝 

１．臨時代理の内容 

   別紙のとおり 
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（別紙） 

島原市立公民館運営審議会委員の委嘱について 

島原市立公民館運営審議会委員に、次の者を委嘱する。 

R5.6.1現在 

氏 名 住 所（ 職 場 ） 年齢 年数 選  任  役  職 備  考 

松﨑 和之 

中原町乙 1462番地 

（三会小学校） 
58 1 校長会代表（三会小学校長） 

学 校教 育 の

関係者 

辻󠄀野絵理香 
36 3 公民館利用者 

家 庭教 育 の

向 上に 資す

る 活動 を行

う者 

藤田 玉江 
62 3 公民館利用者 

社 会教 育 の

関係者 

柴田 光子 
67 4 公民館利用者 

家 庭教 育 の

向 上に 資す

る 活動 を行

う者 

宮﨑 哲雄 
77 13 

三会公民館運営委員長 

三会地区町内会連絡協議会会長 

社 会教 育 の

関係者 

宮﨑 和夫 
76 2 

杉谷公民館運営委員長 

杉谷地区民生委員児童委員代表 

社 会教 育 の

関係者 

古川袈裟男 
76 0 

森岳公民館運営委員長 

森岳連合落生会代表 

社 会教 育の

関係者 

大隅謙一郎 
79 10 

霊丘公民館運営委員長 

霊丘地区町内会連絡協議会副会長 

社 会教 育の

関係者 

岩本 三男 
80 0 

白山公民館運営委員長 

白山地区高齢者団体代表 

社 会教 育の

関係者 

大場 安廣 
72 12 

安中公民館運営委員長 

安中地区青少年健全育成協議会長 

社 会教 育の

関係者 

宮崎 善金 
79 18 

有明公民館運営委員長 

有明地区青少年育成会議会長 

社 会教 育の

関係者 

  （任期：令和５年６月１日から令和６年５月３１日まで） 
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（参考） 

島原市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に 

代理させる規則（抜粋） 

（教育長に対する委任事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務

を教育長に委任する。 

(１)から(11)まで 略 

(12) 委員会の所管に属する各種委員会・審議会等の委員を任命し、

又は委嘱すること。 

(13)から(16)まで 略

第３条 略 

（臨時措置） 

第４条 教育長は、前２条に定める事項について特に緊急やむを得ない 

事情が生じた場合に限りこれを臨時に代理することができる。 

２ 前項の規定により教育長が臨時に代理したときは、直近の委員会に

報告し、承認を受けなければならない。 

島原市立公民館の設置及び管理等に関する条例（抜粋） 

（公民館運営審議会） 

第４条 公民館に、公民館運営審議会（以下「運営審議会」という。） 

を置く。 

２ 運営審議会の委員の定数は、12人以内とし、学校教育及び社会教育 

の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のあ 

る者の中から、教育委員会が委嘱する。 

３ 委員の任期は、１年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の 

残任期間とする。 
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第３４号議案 

臨時代理の承認について 

島原市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理

させる規則（昭和４０年島原市教育委員会規則第２号）第４条第１項の

規定により、別紙のとおり教育委員会の権限事務を臨時に代理したので、

同条第２項の規定により報告し、承認を求める。 

  令和５年６月９日提出 

島原市教育委員会 

教育長 森本 和孝 

１．臨時代理の理由 

  島原市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代 

理させる規則第２条第１２号の委員の委嘱を承認することについて、 

緊急を要し、かつ、教育委員会の会議を招集する時間的余裕がなかっ 

たため。 

２．臨時代理の内容 

  島原市文化財保存活用地域計画作成委員の委嘱について 

３．臨時代理年月日 

令和５年５月１日 
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臨 時 代 理 書 

島原市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理 

させる規則第２条第１２号の委員の委嘱を承認することについて、緊急 

を要し、かつ、教育委員会の会議を招集する時間的余裕がないので、同

規則第４条第１項の規定により臨時に代理する。 

  令和５年５月１日 

島原市教育委員会 

教育長 森本 和孝 

１．臨時代理の内容 

別紙のとおり 
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（別紙） 

島原市文化財保存活用地域計画作成委員の委嘱について 

島原市文化財保存活用地域計画作成委員に、次の者を委嘱する。 

氏 名 住 所（職場等） 年齢 備 考 

菅 幸博 

島原市城内一丁目1183－1 

（㈱島原観光ビューロー） 
６０ 

観光又はまちづくりに

関係する機関・団体の

関係者 

（任期：令和５年５月１日から地域計画の作成が完了する日まで） 
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島原市文化財保存活用地域計画作成委員会委員名簿 

氏 名 所  属 備考（専門分野） 

松尾 卓次 島原市文化財保護審議会会長 
文化財関係機関 

（郷土史） 

宮﨑 貴夫 
元長崎県教育庁長崎県埋蔵文化財

センター

学識経験者 

（考古学） 

山田 由香里 長崎総合科学大学教授 
学識経験者 

（建築史） 

根井 淨 島原市文化財保護審議会委員 
文化財関係機関 

（文化史・民俗学） 

大石 一久 
元長崎歴史文化博物館研究グルー

プリーダー 

学識経験者 

（石造物） 

諸山 正則 
元文化庁文化財調査官 

元東京国立近代美術館主任研究官 

学識経験者 

（工芸） 

長井 大輔 島原市文化財保護審議会委員 
文化財関係機関 

（地質鉱物） 

納冨 健一郎 
納冨造園代表 

日本樹木医会長崎支部会員 

学識経験者 

（樹木） 

菅 幸博 
(株)島原観光ビューロー 

（島原城指定管理者） 

観光・まちづくり 

関係団体 

内田 豊 みんなでスクイを作ろう会代表 
観光・まちづくり 

関係団体 

岡野 了 武家屋敷保勝会会長 
観光・まちづくり 

関係団体 

金子 加代子 元島原木綿織保存会代表 文化財所有者・保持者 

湯川 尚美 （一社）島原青年会議所 
観光・まちづくり 

関係団体 

中尾 篤志 長崎県教育庁学芸文化課 文化財関係機関 

（任期：委嘱の日から地域計画の作成が完了する日まで） 
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（参考） 

島原市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に 

代理させる規則（抜粋） 

（教育長に対する委任事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務

を教育長に委任する。 

(１)から(11)まで 略 

(12) 委員会の所管に属する各種委員会・審議会等の委員の任命又は

  委嘱すること。 

(13)から(16)まで 略

第３条 略 

（臨時措置） 

第４条 教育長は、前２条に定める事項について特に緊急やむを得ない 

事情が生じた場合に限りこれを臨時に代理することができる。 

２ 前項の規定により教育長が臨時に代理したときは、直近の委員会に  

報告しなければならない。 

島原市文化財保存活用地域計画作成委員会設置要綱（抜粋） 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１４名以内をもって組織し、次に掲げる者のう

ちから、教育委員会が委嘱する。 

（１）学識経験者

（２）文化財所有者又は保持者
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（３）文化財に関係する機関・団体の関係者

（４）観光又はまちづくりに関係する機関・団体の関係者

（５）前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

 （委員の任期） 

第４条  委員の任期は、委嘱の日から地域計画の作成が完了する日までとす 

る。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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島 原 市 教 育 委 員 会 

議 案 集 

【追加議案】 

第 35号議案 島原市中学校部活動地域移行検討委員の委嘱について

令和５年６月９日 定例会 





第３５号議案 

島原市中学校部活動地域移行検討委員の委嘱について 

島原市中学校部活動地域移行検討委員に、別紙の者を委嘱する。 

      令和５年６月９日提出 

島原市教育委員会 

教育長 森本 和孝 

提案理由 

 島原市中学校部活動地域移行検討委員会設置要綱第４条第２項の規定

により、検討委員として委嘱しようとするものである。 

1



【 別 紙 】 

島原市中学校部活動地域移行検討委員 

役 職 氏 名 設置要綱 委嘱区分 

島原市校長会会長 長岡 亨輔 第４条２項１号 学 校 関 係者

島原市校長会副会長 矢島 和幸 第４条２項１号 学 校 関 係者

島原市中体連会長 種村 由美 第４条２項１号 学 校 関 係者

島原市校長会中文連担当 渡邉 吉高 第４条２項１号 学 校 関 係者

有明中学校 PTA会長 宇土 公也 第４条２項２号 保護者 

第一中部活動外部指導者 野中 豊明 第４条２項３号 部活動有識者 

第二中部活動外部指導者 前田 泰秀 第４条２項３号 部活動有識者 

第三中部活動外部指導者 園田 雅彦 第４条２項３号 部活動有識者 

陸上競技協会理事長 内田 久美 第４条２項４号 スポーツ協会

スポーツ協会評議員 鈴木 智詞 第４条２項４号 スポーツ協会

スポーツ協会評議員 酒井 寿明 第４条２項４号 スポーツ協会

島原市スポーツ推進委員 北浦 雄一 第４条２項５号 必要と認める者 

島原市スポーツ推進委員 北野 美亜 第４条２項５号 必要と認める者 

島原市スポーツ少年団 本田 泰敏 第４条２項５号 必要と認める者 

島原市スポーツ少年団 安藤 恒治朗 第４条２項５号 必要と認める者 

総合型スポーツクラブ代表 野島 翼 第４条２項５号 必要と認める者 

民間スポーツクラブ代表 藤田 昭比古 第４条２項５号 必要と認める者 

（任期：令和５年６月９日から令和６年３月３１日まで） 
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（参考） 

島原市中学校部活動地域移行検討委員会設置要綱（抜粋） 

（組織） 

第４条 委員会は、委員２０名以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

（１）学校関係者

（２）中学校生徒の保護者

（３）部活動等に識見を有する者

（４）島原市スポーツ協会関係者

（５）その他教育委員会が必要と認める者
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島 原 市 教 育 委 員 会 

報 告 事 項 

○行事報告

○行事予定表

○１２月市議会定例会一般質問答弁要旨

令和５年６月９日 定例会 



［５月］ （教育総務課）

日 曜日 報　　告　　事　　項

1 月 ５月定例教育委員会 13:30 有明庁舎第１会議室
教育委員、教育長、教育次長、各課長、
班長

8 月 新型コロナ対策本部会議 16:00 本庁庁議室 教育長、教育次長

10 水 会計実地検査 9:40 有明庁舎第１会議室 班長、入江主任、吉岡主査

10 水
令和５年度新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金事業検討会議

10:00 本庁庁議室 教育次長

10 水 例規審査委員会 13:30 本庁庁議室 課長

10 水 島原市学校事務部会 14:00 有明公民館 矢島主任、井上事務員

11 木 交通安全祈願祭 9:00 大三東温泉神社 教育長

12 金 災害対策現地視察 9:00 市内 教育長、教育次長

12 金 第２回建設工事指名選定委員会 13:30 本庁庁議室 教育次長

12 金 新人職員研修閉講式 16:45 本庁２A会議室 教育長

16 火 財務事務等研修会 9:30 本庁２A会議室 班長、井上事務員

17 水 例規審査委員会 13:30 本庁庁議室 課長

18 木 全国都市教育長協議会（～19日） 9:00 帯広市 教育長

18 木 第4回第五小学校正門設置実行委員会 19:00 安中公民館 教育次長、課長、班長、吉岡主査

19 金 光回線未整備地域整備事業事業者選定委員会 13:30 本庁２B会議室 課長

25 木 教育長人事評価ヒアリング 9:30 教育長室 教育長、教育次長、各課長

25 木 幹部職員を対象とした災害対応研修会 10:00 有明庁舎第１会議室 教育次長、各課長

29 月 市町村教育委員会連絡協議会総会及び合同研修会 13:00 佐世保市 教育委員、教育長、矢島主任

29 月 教育長部会情報交換会 18:00 佐世保市 教育長

30 火 GIGAスクールネットワーク調査（特別支援教室） 10:00 市内小中学校 課長、矢島主任

30 火 就学援助管理システム導入打ち合わせ 15:00 有明庁舎３階会議室 課長、班長、矢島主任、大崎事務員

31 水
第五小学校正門設置工事と国道５７号線
歩道拡幅工事との協議

10:00 長崎市 班長、吉岡主査

《付記事項》

5 土 第１１回スクイまつり 12:00 新田町 教育長

12 金 新人職員との意見交換会 18:30 雲仙 教育長

教育委員会　６月定例会　報告事項

内　容　並　び　に　参　考　事　項
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［５月］ （学校教育課）

日 曜日 報　　告　　事　　項

1 月 ふるさと教育研究校との打ち合わせ 15:30 三会小学校 原川

2 火 ５月定例校長会 9:30 杉谷公民館 教育長、課長、学教課員

2 火 水泳学習に係る体育主任との打ち合わせ 15:30 湯江小学校 池田

8 月 市中体連第２回理事会 14:30 三会公民館 原川

9 火 6月補正予算ヒアリング 14:30 本庁舎 課長

11 木 5歳児検診手技研修 14:00 保健センター 池田

12 金 県中総体開催地打ち合わせ会 15:00 県営野球場 原川

12 金 市人権推進会議 16:00 森岳公民館 課長

14 日 中学校体育大会 8:30 各中学校 教育長、教育委員、次長、各課長、学教課員

15 月
就学に係る幼保訪問（18園）（17日,22
日,24日,26日,30日）

9:30 各園 池田

16 火 就学担当者等研修会（リモート） 13:30 有明庁舎 池田

17 水 5歳児検診 12:55 保健センター 池田

18 木 県グローバル人材育成協議会 10:00 県庁 内島

18 木 ５月定例教頭会 10:30 有明文化会館 課長、長谷川、池田、原川、江川

18 木 学校給食会第1回理事会 13:30 有明給食センター 課長

21 日 小学校運動会 8:15 各小学校 教育長、教育委員、次長、各課長、学教課員

22 月 就学相談 13:00 有明庁舎 池田

23 火 三市特別支援教育連絡協議会 14:00 有明公民館 課長、池田

23 火 市中体連第2回専門委員会 14:20 二中図書室 原川

24 水 島原半島租税教育推進協議会総会 13:30 島原税務署 教育長、課長

24 水 献立案作成会 14:00 杉谷公民館 長谷川、寺中

24 水 教頭当初面談（～26日） 9:00 各学校 課長、長谷川、内島

24 水 ５月養護教諭部会 15:00 杉谷公民館 江川

25 木 自立支援協議会こども部会 9:30 本庁舎 池田

25 木 県養護教諭研究協議会運営委員会 14:00 第五小学校 江川

25 木 島原市PTA連合会常任委員会・総会 19:00 有明文化会館 教育長、課長

26 金 教科用図書採択協議会 10:00 雲仙市千々石庁舎 教育長、吉田教育委員、長谷川

26 金 初任者学校訪問（～6月中） 13:40 各学校 長谷川、内島、池田

26 金 教務主任研修会 14:00 杉谷公民館 原川

26 金 県養護教諭研究協議会第1回実行委員会 14:00 有明公民館 江川

26 金 第1回社会教育委員の会 16:00 霊丘公民館 教育長、次長、課長

29 月 第1回研究主任会 14:30 有明文化会館 池田

30 火
校長当初面談（小学校30日、中学校31
日）

10:15 有明庁舎 教育長、課長

31 水 JAから傘の贈呈 13:30 教育長室 教育長、課長

教育委員会　６月定例会　報告事項

内　容　並　び　に　参　考　事　項
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【令和５年５月】 社会教育課

日 曜日 報告事項

1 月 あいさつ運動 7:30 市内一円 課長、本田、古瀬、末吉

8 月 市町社会教育主管課長及び担当者会議 13:30 県庁 課長、本田

8 月 長崎県社会教育主事等連絡協議会総会 16:10 県庁 課長、本田

8 月 長崎県視聴覚教育連盟委員会 16:10 県庁 末吉

9 火 市町社会教育主管課長及び担当者合同研修会 10:00 県庁 課長、本田

10 水 子ども狂言ボランティアスタッフ打ち合わせ会議 18:30 島原文化会館 課長、本田、大津、峰

各地区公民館運営委員会 ７地区公民館 課長、本田、公民館主事

13 土
第41回島原半島文化賞授賞式及び第10回宮﨑康平賞小
中高生文芸コンクール表彰式

11:00 島原文化会館
教育長、次長、課長、本
田、林田、大津、峰

13 土
第224回市民文化講座「ふるさとへの愛 ～宮﨑康平・
和子ご夫妻と長崎の文学」講師：ミライon図書館中島恵
美子指導主事

14:00 森岳公民館 教育長、課長、本田、林田

16 火 少年センター少年補導委員会 19:30 森岳公民館
教育長、課長、本田、末吉、松
本指導員、出田指導監

17 水 下ノ丁町内会役員会(鉄砲町保存に関する説明) 18:30 武家屋敷山本邸 課長、大津、山下

17 水 肥前島原子ども狂言　開講式 18:30 島原文化会館 教育長、課長、本田、末吉、峰

18 木 島原市施設の魅力アップ懇話会 19:00 島原文化会館 課長、本田、末吉

19 金 長崎県・市少年センター連絡会議 13:30 県庁 課長、本田、出田指導監

19 金 長崎県少年補導センター連絡協議会所長会議 15:40 県庁 課長、本田、出田指導監

24 水 島原城跡現地視察(県学芸文化課) 13:00 島原城周辺 吉岡、山下

24 水
第40回国民文化祭および第25回全国障害者芸術・文
化祭　長崎県実行委員会　第2回総会

13:30
THE GLOBAL
VIEWホテル 課長

25 木 長崎県公民館連絡協議会第1回理事会 10:00 県庁 課長

25 木 長崎県社会教育主事等連絡協議会第1回理事会 13:00 県庁 課長、本田

25 木 社会教育担当者会 13:30 三会公民館 各公民館主事

26 金 第1回社会教育委員の会及び金子統太郎委員表彰祝賀会 16:00 霊丘公民館・浪花寿司 教育長、次長、課長、社会教育課職員

30 火
市町人権・同和行政担当課長及び市町教育委員会人権教
育担当課長合同会議

13:30 オンライン 課長

31 水 長崎県社会教育委員連絡協議会総会 15:30 県庁 豊田社会教育委員長、本田

※

【付記事項】

1 月 島原大変遭難者供養祭 11:00 中堀町供養塔 市長、大津

5 金･祝 第11回スクイまつり 12:00 長浜海岸 教育長

12 金 島原市人権推進委員会 16:00 森岳公民館 課長

17 水 高島観音回向堂慰霊祭 11:00 高島回向堂 大津

23 火 島原市子ども会育成連絡協議会　総会 19:30 島原文化会館 課長、本田、末吉、野口

25 木 市PTA連合会定期総会 20:00 有明文化会館 教育長、次長、課長、本田

29 月 三会地区青少年健全育成協議会総会 19:30 三会公民館 課長

31 水 第73回社会を明るくする運動長崎県推進委員会 14:30 長崎市役所 課長

島原市教育委員会　　６月定例会報告事項

内容並びに参考事項

各地区にて高齢者学級７回（担当：野口）・女性学級７回開催（担当：松本）

5月中下旬
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（スポーツ課）

日 曜日 報 告 事 項

1 月 あいさつ運動 7:30 四小・三会小 課長・稲田

3 水 令和5年度高校剣道練成会 13:00 復興アリーナ 市長出席・開会式挨拶

8 月 新規採用職員研修（～12日） 9:00 本庁、消防署 佐藤

9 火 6月補正ヒアリング 14:30 本庁3A会議室 課長・馬渡

11 木 長崎県スポーツ少年団指導者協議会・事務担当者会 13:30 県営野球場 森

12 金 長崎県スポーツ少年団事務担当者研修会(web会議） 10:00 有明庁舎 森、城臺

16 火 財務事務等研修会 9:30 本庁2A会議室 城臺

17 水 島原市施設の魅力アップ懇話会 19:00 復興アリーナ音楽室 課長、馬渡

17 水 島原市スポーツ少年団指導者協議会役員会 19:30 森岳公民館 森、城臺

18 木 定例教頭会（夢の教室説明） 10:30 有明総合文化会館 城臺

19 金 長崎県スポーツ推進委員協議会第１回理事会・評議員会・女性委員会 13:15 長崎県庁 出田会長・上田副会長

19 金 安全点検結果現地確認 14:00 温水プール 馬渡、（教総・吉岡）

22 月 定例記者会見（全国高総体実行委員会設立総会・第一回総会） 14:00 本庁2A会議室 稲田

22 月 日独スポーツ少年団同時交流受入事業説明 14:00 島原商業高校 森

24 水 令和５年度日本サッカーを応援する自治体連盟総会 16:00 衆議院第二議員会館 市長欠席

25 木 新任係長研修（～26日） 10:00 長崎県市町村会館 馬渡

26 金 高総体会計年度任用職員面接 10:00 有明庁舎第二会議室 課長、稲田

29 月 九州地区スポーツ推進委員研究大会打ち合わせ 18:00 森岳公民館102号室 課長・馬渡

30 火 建設工事完成検査研修会 10:00 本庁2B会議室 馬渡

31 水 メンター制度説明会 9:30 有明庁舎第2会議室 土本、佐藤

教育委員会　6月定例会　報告事項

［5月］

内　容　並　び　に　参　考　事　項

４



令和５年 ６月行事予定表  令和５年６月９日現在

太字ｺﾞｼｯｸ 教育委員出席予定
◎ 教育長出席
○ 教育次長出席
△ 関係課長出席

日 曜 教 育 総 務 課 学 校 教 育 課 社 会 教 育 課 ス ポ ー ツ 課

１ 木 企画委員会 13：30 本庁庁議室 △
朝のあいさつ運動 7:30 市内一円◎〇△
第２６回松平文庫古文書調査 島原図書館

令和6年度全国高等学校総合体育大会島原市実行
委員会設立総会・第１回総会 13：00 本庁2Ａ会議室
◎○△

２ 金
令和5年度第3回市有財産評価委員会 13:30 本庁
庁議室 ○

いのりの日学校訪問 △

開発・文化財部局担当者埋文基礎研修 10：00 長
崎図書館郷土資料センター
第２６回松平文庫古文書調査・文化庁協議 11：00
島原図書館

第66回九州地区スポーツ推進委員研究大会第1回
長崎県実行委員会 16：00 出島交流会館 △

３ 土

「いのりの日」追悼碑献花 8:30 仁田団地 ◎○
「いのりの日」消防殉職者慰霊碑献花 9:00 平成町
◎○
「いのりの日」黙祷 16:08 仁田団地 ◎○

長崎県高等学校総合体育大会（～５日）
弓道競技　県立武道館△

４ 日

５ 月
第1回県・市町教育委員会学校教育課長等会議
13:30
～6日（火） 長崎市大波止ビル △

島原城築城400年記念事業実行委員会 歴史・文化
部会 10:00 森岳公民館

６ 火
第1回超勤改善等対策会議 13:30 長崎市大波止ビ
ル △

７ 水 定例校長会 9:30 杉谷公民館 ◎△
島原城跡総合調査検討会議委員打合せ 15：00 佐
賀大学 △

８ 木 学校経営訪問（三会中、第四小）◎○△
島原半島社会教育連絡協議会役員会 10:00 有明
庁舎 △

島原市スポーツ少年団指導者協議会総会・懇親会
19：00 有明総合文化会館 市長（懇親会のみ）◎〇
△
令和５年度第１回プロスポーツクラブ長崎自治体連
携会議（WEB会議）10：00有明庁舎

９ 金
定例教育委員会 13：30 有明庁舎第1会議室 ◎
○△

１０ 土 中学校体育大会（各種大会）◎△
島原市子ども会ジュニアリーダー研修会 13:00 舞岳
山荘
ちびっこ100人踊り 9：30 島原城西の櫓

１１ 日 中学校体育大会（各種大会）◎△

１２ 月
・令和5年度島原市スポーツ協会第１回理事会・評議員会・懇親会

16：30 有明総合文化会館  市長◎△
・日本スポーツマスターズ2024長崎大会実行委員会設立総会及び第
１回総会　13：30～〇県庁

１３ 火
第4回建設工事指名選定委員会 13:30 本庁庁議室
○

第１回指定管理者選定委員会 9:30 本庁庁議室 △
令和5年度公益財団法人長崎県スポーツ協会臨時
理事会 16：30 サンプリエール ◎

１４ 水 学校経営訪問（第五小、有明中）◎○△

１５ 木 令和５年度体力テスト 19：00 復興アリーナ △

１６ 金 学校経営訪問（湯江小、大三東小）◎○△

１７ 土

１８ 日
有明町文化協会おさらい会 13:00 有明文化会館
◎△

霊丘地区町内対抗ソフトバレーボール大会 9：００
霊丘体育館 △

１９ 月 定例教頭会 10:30 杉谷公民館 △
社会を明るくする運動島原地区推進委員会総会
13:30 有明文化会館　市長、△

夢の教室 終日 湯江小・三中・三会中 ◎○△

２０ 火
半島３市中学校陸上大会
9:20 トランスコスモス長崎◎
管内防火委員会 14:00 島原消防署 △

夢の教室 終日 五小・三会小・大三東小 △

２１ 水 学校実態調査 午後 第五小学校 △
夢の教室 終日 二小・三小 △
夢の教室懇親会 19:30 いけすろばた佐藤 ◎〇△

２２ 木 ６月市議会定例会開会 10：00 本庁舎議場 ◎○ 夢の教室 終日 一小・四小 △

２３ 金

２４ 土 郷土史を学ぼう会 14：00 島原図書館

２５ 日 島原城跡巡り・クイズ 12：00 森岳公民館他

２６ 月

２７ 火 ６月市議会定例会一般質問 10:00 ◎○△

２８ 水 ６月市議会定例会一般質問 10:00 ◎○△

２９ 木 ６月市議会定例会一般質問 10:00 ◎○△

３０ 金 ６月市議会定例会一般質問 10:00 ◎○△
第１回長崎県幼保小連携推進協議会・担当者会
Web会議 10:00 △

島原市教育委員会
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